
「広げよう！ピオーネの魅力と情熱を。フォトコンテスト２０２４」実施要領 

 

１ 趣 旨 

   岡山県内で生産しているぶどう、特に全国一の生産規模を誇る「ピオーネ」の魅力

を広く発信することを目的に、栽培している様子や、ケーキ・パフェなどに盛り付け

られたスイーツなど、大粒で美味しい果実の魅力が伝わる写真を募集する「広げよう！

ピオーネの魅力と情熱を。フォトコンテスト２０２４」（以下、コンテストという。）

を実施します。 

 

２ 主 催 

   岡山県備中県民局（以下、県民局という。） 

 

３ 実施方法 

   コンテストは、写真・動画共有アプリケーション「Instagram」（以下、Instagram

という。）を用いて実施するものとします。 

 

４ 応募期間 

   応募期間は、令和６年７月１０日(水)から令和６年９月３０日(月)までとします。 

 

５ 募集テーマ 

   作品の募集テーマは「広げよう！ピオーネの魅力と情熱を。」とし、ピオーネのス

イーツや栽培風景、食べる様子などの魅力が伝わるものとします。 

 

６ 応募方法等 

応募資格、応募要件及び応募方法は、次のとおりとします。 

(１)応募資格 

   本実施要領に同意した個人とします。なお、未成年者は保護者が本実施要領に同意 

したと見なします。 

(２)応募要件  

①応募するアカウントを公開していること。  

②岡山県備中県民局の公式アカウント（＠colorfulbichu）（以下「公式アカウント」

という。）をフォローしていること。  

③公式アカウント運用ポリシーの注意事項の内容に抵触しないこと。  

④コンテストは Instagram が支援、運営、承認、関与するものではないことを了解の

上、応募の際は、Instagram の規則を遵守すること。  

(３)応募方法  

①キャプション（本文）に応募用ハッシュタグ「#岡山県産ピオーネ魅力発見」を入力

して応募期間内に投稿すること。  

②作品を広く発信するため、コメントや応募用ハッシュタグ以外のハッシュタグを自

由に追加することができるものとします。 

 

７ 応募写真 

(１)１回の投稿で複数の写真が応募可能で、１アカウントにつき何回でも応募可能です。 

(２)作品は応募者自身が撮影し、他のコンテスト等に応募していないものに限ります。 

(３)撮影時期の制限は設けません。 



(４)作品は、静止画像デジタルデータとします。 

(５)撮影はスマートフォンに限らず、カメラやドローン等で撮影した写真でも応募可能

です。 

(６)写真は、解像度変更、ホワイトバランスの補正、トリミングの補正、色調変更、明

るさ調整の加工を施しても良いですが、合成処理画像は対象としません。 

(７)人物を撮影した作品は、被写体となった者の承諾を得たもののみ応募できます。 

(８)投稿写真の撮影は、各種法令やマナーを遵守し、危険な行為や禁止されている行為

によるもの、立入禁止区域や立ち入りが認められていない他人の敷地等に許可なく立

ち入っての撮影はしないでください。 

 

８ 入賞作品と賞品 

次に掲げる賞を選定します。（以下、賞に選定された作品を「入賞作品」という。） 

  ・最優秀賞 １点（県民局管内で栽培されたピオーネ、１万円相当） 

  ・優秀賞  ５点（県民局管内で栽培されたピオーネ、５千円相当） 

  ※時期により賞品の内容は予告なく変更となる場合があります。 

 

９ 審 査 

(１)県民局による審査を行い、入賞作品を選定します。 

(２)審査時の評価は、募集テーマ「広げよう！ピオーネの魅力と情熱を。」に沿ってい

るか等について総合的に判断します。 

(３)選考に関する質問には回答できません。また、応募者は異議を申し立てることがで

きません。 

 

10 受賞者への連絡 

(１)Instagramのメッセージ機能を利用し、公式アカウントより、受賞者に連絡します。 

(２)受賞通知受信後、指定の期限までに、入賞作品のオリジナルデータの提出及び賞品

発送のために必要な事項についてご連絡ください。 

(３)指定の期限までにご連絡がない場合は受賞を無効とします。 

 

11 受賞者の発表 

   県民局は受賞者決定後、写真及び受賞者のアカウント名を公式アカウント及び県民

局ホームページで発表します。 

 

12 費用の負担 

   作品の制作及び応募に関する経費については、応募者が負担してください。 

 

13 個人情報の保護 

   県民局は、応募者の個人情報を厳重に管理し、本コンテストの実施以外の目的のた

めに利用しません。 

 

14 著作権等 

(１)投稿は県民局の広報やＰＲを目的とした冊子、ウェブサイト等に使用することがあ

ります。写真の二次利用に承諾いただける方のみ参加ください。 

(２)応募者は投稿内容が第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。 


